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史
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第
二
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（
一
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六
年
）
の
説
明

三
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石
塚
裕
道
『
日
本
資
本
主
義
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会
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立
史
』
（
一
九
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三
年
）
の
説
明

四
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田
中
彰
『
日
本
の
歴
史
2
4
•明
治
維
新
』
（
一
九
七
六
年
）
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説
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五
、
田
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お
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法
上
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六
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中
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官
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．
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百
官
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節
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な
お
、
『
帝
国
統
計
年
鑑
』
を
利
用
し
た
升
味
準
之
輔
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
、

名
で
あ
っ
た
が
、
西
南
戦
争
後
の
七
八
年
に
は
一
―
―
-
、
八
二
七
名
、

名
、
八
一
年
約
七
四
、

0
0
0名
に
増
加
し
て
い
る
。

さ
て
、
升
味
氏
は
、
形
成
期
に
お
け
る
国
家
官
僚
制
の
人
的
構
成
の
特
徴
を
み
る
一
方
法
と
し
て
、
太
政
官
制
か
ら
内
閣
制
へ
移
行
す

る
一
八
八
五
年
前
後
の
官
員
本
籍
地
を
調
査
し
、
以
下
の
よ
う
な
領
向
を
抽
出
し
て
い
る
。

一
、
中
央
官
僚
制
の
頂
上
（
勅
任
）
に
は
山
ロ
・
鹿
児
島
本
籍
が
多
く
藩
閥
的
色
彩
が
比
較
的
強
い
。

二
、
し
か
し
、
下
に
さ
が
る
と
た
ち
ま
ち
そ
の
色
彩
は
う
す
ら
ぎ
、
中
央
官
庁
官
員
の
大
部
分
の
本
箱
地
は
乱
数
表
的
分
布
を
し
め
す
。

三
、
地
方
官
僚
制
の
上
層
は
乱
数
表
的
浮
動
的
で
、
中
層
以
下
は
地
元
士
族
の
固
定
部
分
が
多
い
。

七
〇

升
味
準
之
輔
『
日
本
政
党
史
論
』
第
二
巻
（
一
九
六
六
年
）
の
説
明

二
六

0
五

―
一
六
四
〇

五
五

―1
0
九
六

明
治
維
新
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
新
政
権
は
、
三
職
七
科
制
、
三
職
八
局
制
、
政
体
書
、
職
員
令
と
短
時
日
の
間
に
試
行
錯
誤
的
な
め
ま

ぐ
る
し
い
機
構
改
革
を
重
ね
た
が
、
廃
藩
置
県
直
後
の
一
八
七
一
年
九
月
一
三
日
（
明
治
四
・
七
•
一
一
九
）
公
布
の
太
政
官
職
制
で
一
段
落

と
な
っ
た
。
太
政
官
制
は
、
明
治
六
年
政
変
後
の
内
務
省
設
置
で
一
応
の
骨
格
が
で
き
あ
が
り
、
そ
の
後
、
一
八
八
五
年
（
明
治
一
八
）
に

内
閣
制
に
代
る
ま
で
継
続
し
た
。

当
初
、
太
政
官
政
府
に
勤
務
し
て
い
た
官
員
数
は
、
中
央
、
地
方
を
合
計
し
て
二
万
人
前
後
で
あ
っ
た
。
一
八
七
六
年
（
明
治
九
）
刊
行

の
修
史
局
絹
纂
『
明
治
史
要
附
録
概
表
』
所
収
の
「
官
省
使
庁
府
県
官
員
表
」
は
、
左
の
数
値
を
記
載
し
て
い
る
。

勅

奏

判

等

外

計

九
八
三
二

一
八
七
六
年
二
三
、
一
三
五
名
、
七
七
年
ニ
―
-
、
七
四
一

七
九
年
三
一
、
六
二
九
名
、
さ
ら
に
、
八

0
年
約
三
六
、

0
0
0

六
0
九
七

任

任

任

明
治
初
期
旧
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賀
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府
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計
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析
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H

「
し
か
し
、
政
府
の
中
枢
部
が
藩
閥
出
身
者
で
し
め
ら
れ
て
い
れ
ば
、
数
か
ら
い
っ
て
優
越
し
て
い
な

く
て
も
、
藩
閥
出
身
者
は
実
際
的
勢
力
を
維
持
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
最
上
眉
の
政
府
指
導
者
は
、
出
身
府
県
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
有
能

な
腹
心
を
身
の
ま
わ
り
に
お
こ
う
と
し
、
非
藩
閥
出
身
者
は
そ
の
能
力
に
よ
っ
て
政
府
指
導
者
の
腹
心
に
な
ろ
う
と
し
、
そ
こ
で
、
藩
閥

、
、
、

出
身
の
政
府
指
導
者
を
首
領
と
し
非
藩
閥
出
身
者
を
で
い
り
と
す
る
複
数
集
団
が
生
じ
た
と
い
う
の
は
あ
り
そ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
…
…

藩
閥
的
対
立
と
か
提
携
と
か
い
う
の
は
、
旧
藩
郷
党
と
の
関
係
と
は
別
の
、
官
僚
社
会
内
部
に
生
じ
た
、
こ
う
い
う
集
団
の
間
の
問
題
だ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
藩
閥
的
だ
っ
た
と
い
い
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
集
団
の
首
領
が
藩
閥
出
身
者
で
あ
っ
た
と
い
う
ギ
墨
味

(
3
)
 

に
す
ぎ
な
い
」
と
推
測
す
る
。

そ
し
て
、

す
れ
ば
、

「
こ
の
よ
う
な
国
家
官
僚
制
の
本
籍
地
別
構
成
は
、
一
八
七
四
年
の
『
官
員
録
』
か
ら
の
集
計
に
も
同
様
に
み
ら
れ
る
。

こ
れ
は
一

0
年
も
前
か
ら
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
明
治
政
府
成
立
の
当
初
か
ら
の
傾
向
と
思
わ
れ
る
。
政
府
の
権
威
が
高
ま
る
に

し
た
が
っ
て
、
人
材
動
員
は
容
易
に
な
り
、
出
身
府
県
は
平
均
化
し
、
平
民
出
が
増
加
し
た
け
れ
ど
も
、
政
府
官
僚
制
は
、
は
じ
め
か
ら

想
像
さ
れ
る
ほ
ど
藩
閥
出
身
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
政
府
の
上
層
は
、
藩
閥
出
身
者
を
首
領
と
し
、
非
藩

(
4
)
 

閥
出
身
者
を
手
足
と
す
る
集
団
の
複
合
体
で
あ
っ
た
」
と
結
論
し
て
い
る
。

こ
れ
に
た
い
し
て
、
石
塚
裕
道
氏
は
、
升
味
氏
の
「
結
論
が
誤
っ
て
い
る
」
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
立
論
し
て
い
る
。

一
、
内
務
省
開
設
の
段
階
で
、
内
務
・
大
蔵
・
エ
部
三
省
の
実
権
を
掌
握
し
て
い
た
政
府
官
僚
群
の
役
職
・
出
身
地
・
前
歴
か
ら
み
れ

ば
、
「
旧
討
幕
派
雄
藩
出
身
の
維
新
政
府
官
僚
に
加
え
て
、
明
治
初
年
以
降
、
地
方
官
を
歴
任
し
て
民
政
に
実
績
を
あ
げ
た
官
僚
群

と
、
そ
れ
に
旧
幕
臣
出
身
者
を
登
用
し
て
官
僚
支
配
を
か
た
め
て
い
た
」
こ
と
が
解
る
。

二
、
明
治
初
期
の
中
央
官
庁
で
は
、
旧
熊
臣
関
係
者
の
比
重
が
き
わ
め
て
た
か
い
。
か
れ
ら
は
、
洋
書
調
所
↓
開
成
所
出
身
の
洋
学
者

こ
の
こ
と
か
ら
、

石
塚
裕
道
『
日
本
資
本
主
義
社
会
成
立
史
』
（
一
九
七
三
年
）
の
説
朋

升
味
氏
は
、

と
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こ
の
よ
う
に
升
味
・
石
塚
両
氏
は
、

苦
し
む
。

四
口
中
彰
『
日
本
の
歴
史

2
4
•明
治
維
新
」
（
一
九
七
六
年
）
の
説
明

日
(
7
)
 

・
技
術
官
僚
と
旧
幕
陸
海
軍
出
身
の
軍
事
官
僚
で
あ
っ
た
。

三
、
三
省
官
僚
の
人
事
構
成
は
き
わ
め
て
多
様
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
排
他
的
な
藩
閥
結
合
の
原
理
が
必
ず
し
も
貫
徹
さ
れ
て
い
な
か
っ

(
8
)
 

た
し
、
全
体
に
「
乱
数
表
」
的
領
向
を
示
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

四
、
「
こ
れ
ま
で
の
検
討
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
大
久
保
政
権
は
、
中
央
官
庁
機
構
か
ら
地
方
行
政
組
織
ま
で
若
干
の
部
局
あ
る
い
は

府
県
を
拠
点
と
す
る
藩
閥
的
人
事
構
成
を
残
存
さ
せ
な
が
ら
も
、
す
で
に
出
身
藩
を
単
位
と
す
る
同
志
的
結
合
関
係
は
解
体
し
つ
つ

あ
り
、
政
府
官
僚
群
の
対
立
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
宮
庁
組
織
に
依
拠
し
た
う
え
で
の
分
裂
・
割
拠
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

(
9
)
 

れ
た
」
。

藩
閥
の
形
骸
化
と
官
庁
機
構
を
媒
介
と
す
る
能
力
も
し
く
は
情
実
に
よ
る
結
合
領
向
と
い
う
石
塚
氏
の
所
論
は
、
升
味
氏
の
そ
れ
と
ほ

と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
な
ぜ
石
塚
氏
が
、
わ
ざ
わ
ざ
「
同
氏
（
升
味
氏
の
こ
と
）
の
結
論
が
誤
っ
て
い
る
」
と
す
る
の
か
理
解
に

向
を
主
張
し
て
い
る
が
、

ご
八
七

0
年
代
か
ら
八

0
年
代
に
か
け
て
の
政
府
官
僚
制
に
お
け
る
藩
閥
的
結
合
状
態
の
減
衰
傾

こ
れ
た
い
し
て
、
田
巾
彰
氏
は
異
論
を
提
起
す
る
。

田
中
氏
も
ま
た
、
石
塚
氏
が
作
成
し
升
味
氏
も
利
用
し
て
い
る
「
太
政
官
・
各
省
官
員
出
身
府
県
別
内
訳
表
（
明
治
五•
1
0年
）
」
に
依

拠
し
て
議
論
を
す
す
め
て
い
る
。
ち
な
み
に
、

こ
の
「
内
訳
表
」
（
表
1
)
は
、
一
八
七
一
一
年
（
明
治
五
年
）
と
七
七
年
（
明
治
一

0
)
に
お
け

る
太
政
官
、
元
老
院
、
各
省
、
開
拓
使
毎
の
所
属
官
貝
数
を
勅
奏
任
、
判
任
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
鹿
児
島
県
、
山
口
県
、
高

知
県
、
長
崎
県
、
東
京
府
、
静
岡
県
の
出
身
（
本
籍
）
者
数
を
計
上
し
た
も
の
で
あ
る
。
鹿
児
島
、
山
口
、
高
知
、
長
崎
出
身
は
藩
閥
の

薩
長
土
肥
関
係
者
を
、
静
岡
出
身
は
旧
幕
臣
を
、
東
京
出
身
は
旧
幕
臣
お
よ
び
旧
公
卿
・
旧
大
名
を
含
む
各
地
か
ら
の
移
籍
者
を
想
定
し

明
治
初
期
旧
佐
賀
藩
出
身
政
府
官
僚
の
統
計
的
分
析
試
論
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表 1 太政官・各省官員出身府県別内訳表（明治5 • 10年）

明
治
初
期
旧
佐
賀
藩
出
身
政
府
官
僚
の
統
計
的
分
析
試
論

H

出身府県名 総計

官庁 年次階層 鹿児 ＇ ’ ' ＇ 年次別
島：：山口：高知：長崎：東京！静岡 官等glj小計合計面'J分ノ比

勅奏任 5 9: 3 , : ⑯ ： 4: 11: 1 49 326 
明治5年判任 5 ，i 4 ＇ i⑪; 9 : 118 : 5 277 (7. 7) 

太政官 ' 9 9 9 , 

勅奏任 7 i ⑲’ 6 ! 8' 16' 4 74 353 
明治10年判． 任 5 ； ⑲ ： 7 : 2 : 96 i 26 279 (6.8) 

勅奏任 -- ' - - ' - - ' ： -- - -

明治 5年 判任 ― - - - - - - -
元老院 ： ＇ ： ： ' ： ' ' ： 

勅奏任 4 : 3 (]) : 3 : 6 : 2 29 62 
明治10年刊、， 任 2 ＇ : 0 3 i O : 9 I 2 33 (1. Z) 

勅奏任 4 ': 1 0 '• (]) ': 3 、: 5 30 122 
明治5年判任 2 ，: 1 0 ＇ i @ i 15 i 22 92 (2. 9 l 

外務省 ' ’ ＇ 
明治10年勅奏任 6 ヽ:‘ 3 o '!9 ⑯ ；' 6 ' i 9 6 38 101 
判任 5 i O O i @ i 23 ] 8 63 (1. g) 

明治5年勅奏任 ー 一： ： ， — 
判任ー：ー：—一：一 i -: - -

内務省 ： ， ： ： ： 
勅奏任 ⑮ 3 i 1 2 7 7 66 1, 489 

明治10年 判任⑯ 61 i 19 : 15 : 337 : 120 1,423 (28. 6) 

勅奏任 8 i 9 ! 4 ； ⑪ j 13 : 8 85 910 
明治5年 判任 34 i⑰ ;12 : 37 i 225 : 127 825 (21. 6) 

大蔵省 ' ’ : , ' 

勅奏任 13 ＇ i 12 I o ＇ i ⑮:  17 i 4 84 927 
明治10年判任 25 ， j 26 j 8 : @) j 225 i 141 843 (17_ 8) 

明治5年勅奏任 3 'I ⑩ ' :： 1 ; 1 : 9 2 ＇ : , 8 44 608 
判任 41:⑮  ：55 : 10 : 59 : 46 564 (14.4) 

陸軍省 ： ＇ ’ ： ‘ 
明 1 勅奏任 3 : '9 ⑬-;’ 1 ': 0 -': 1: , 6 22 539 
治 0年 判任 30!⑲ ,29 13 j 80 、 52 517 (10.3) 

明治5年勅奏任 ⑪，，， 9 ＇ ！ 4 9 i 6 ； 10 81 416 
判任⑰ ：0 ! 6 6 : 51 62 335 (9. 9) 

海軍省 ' : ＇ ' 

勅奏任 ⑮ ： 1 : 2 3 : 2 5 24 337 
明治10年 判任 ⑬ ！3 I 12 14 ! 55 62 313 (6. s l 

勅奏任 4 ヽ ': 4 '： ⑮ 2: ' 5 3 48 335 
明治5年判任 6 ，i 4 ・ i 6 ⑲ ;68 23 287 (8.0) 

文部省 ， ， ： 
明治10年勅奏任 。： 3 : ， 2 ◎ !＇ 10 4 36 145 
判任 。： 3 i 2 ⑮ i 25 7 109 (2・ S) 
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出身府県名 総 計
官庁 年次 階層

鹿児島：；山口：高知：長崎：東京：静岡 合年計次・百別分ノ比官等別小計

明治5年
勅奏任 2 !儘； 0 : 1 j 1 i 1 11 105 
判任 4 :⑪ : 2 ＇ i 2 : 18 j 6 94 (2. 5) 

教部省 ： ： ： ： ； 
勅奏任

明治10年
判任 ―i― ー：一：一

明治5年
勅奏任 2 ⑮ ; 2 : 13 3 : 4 52 497 
判任 6 51 17 ⑲ 74 78 445 (11.8) 

工部省
3 i ⑭ : 3 : 2 : 6 l 4 

明治10年
勅奏任 38 370 

判任 1 i⑭ i 7 24 5 1 44 332 (7.1) 

明治5年
勅奏任 4 : 3 i⑲ 2 : 5 i 1 40 210 
判任 7 i 3 i 7 ⑩ j 49 j 12 170 (5.0) 

司法省
0 ! 2 ， : ⑮ : 2 : 

明治10年
勅奏任

゜ ゜
11 143 

判任 2 ! 8 6 ⑱! 33 i ， 132 (2. 7) 

明治5年
勅奏任 ◎'  3 ＇ : 0 ; 

゜
4 ＇ 1 23 244 

判任 10 :⑫  i 4 4 75 i 6 221 (5.8) 
宮内省

魯＇
明治101f-

勅奏任 2 1 : i 0 15 3 38 228 

判任 10 ： ⑪ ： 5 3 : 73 18 190 (4.4) 

明治5年
勅奏任 ⑮ 1 I 1 2 : 2 i 5 23 440 

判任 ⑮ 7 i 

゜
10! 62! 37 417 (10. 4) 

開拓使
0 i 0 i O i 0 

明治10年
勅奏任 ⑪ 

゜
1 521 

判任 ⑫ 9 i 2 17 : 70 i 46 520 (9. 9) 

明治5年
勅奏任 53 61 I 32 51 j 55 j 47 466 4,213 

判任 218 198 ， : 120 192 l s14 : 424 3,727 (100.0) 
総計

59 57 ! 22 48 i 88 i 45 
明治10年

勅奏任 461 5,215 

判任 396 233 ! 100 154), 082 ! 535 4,754 (100. 0) 

注(1) 『官員全書』（官版）上中巻（明治 5年），西村隼太郎編『官員録』（明冶101f'.)に記載の「官等」
を，内閣記録局編『明治職官沿革表』およぴ『職官表』（外史局校本）と照合して，勅奏判任官

に分類・整理して作成。

(2) 地租改正事務局は大蔵・内務両省の共同所管であったが，一応内務省に含めた。
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明
治
初
期
旧
佐
賀
藩
出
身
政
府
官
僚
の
統
計
的
分
析
試
論

（一）

地
元
属
箱
者
率
の
高
さ
は
、

一
、
こ
の
表
を
鹿
児
島
（
薩
）
•
山
口
（
長
）
・
高
知
（
上
）
•
長
崎
（
肥
）
の
欄
に
か
ぎ
っ
て
、
薩
長
土
肥
巾
の
最
高
数
を
丸
印
で
し
め
し

て
み
る
と
、
だ
い
た
い
省
ご
と
に
出
身
県
の
色
わ
け
が
う
か
び
あ
が
る
。
「
長
の
陸
軍
、
薩
の
海
軍
」
は
の
ち
の
ち
ま
で
も
有
名
だ
が
、

大
久
保
（
薩
）
の
内
務
省
が
鹿
児
島
、
大
隈
（
肥
）
の
大
蔵
省
が
長
崎
（
肥
）
、
伊
腺
（
長
）
の
エ
部
省
が
山
口
、
大
木
（
肥
）
の
司
法

省
が
長
綺
、
宍
戸
（
長
）
の
教
部
省
が
山
口
、
黒
田
（
薩
）
の
開
拓
使
が
開
児
島
、
と
い
っ
た
ぐ
あ
い
で
あ
る
。
右
の
こ
と
は
、
長
官

、
、
、

の
出
身
地
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
そ
の
出
身
県
の
官
僚
が
、
相
対
的
多
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
外
務

（
寺
島1
1
薩
）
•
X
部
（
木
戸
1
1
長
、
文
部
大
輔
田
中
不
二
磨
1
1

名
古
屋
）

あ
ろ
い
は
宮
内
（
徳
大
寺
実
則
1
1

公
家
）

の
各
省
の
よ
う
に
、
長
官

と
丸
印
県
と
が
ず
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
、
し
か
し
そ
れ
と
て
も
長
崎
や
山
口
な
ど
の
藩
閥
特
定
県
に
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(11) 

「
大
久
保
体
制
は
や
は
り
薩
長
土
肥
の
藩
閥
的
色
彩
の
濃
い
こ
と
が
わ
か
る
」
。

二
、
こ
こ
で
い
う
藩
閥
と
は
、
維
新
当
初
に
み
ら
れ
た
出
身
藩
に
よ
る
排
他
的
、
朋
党
的
な
郷
党
の
結
合
で
な
く
、
官
僚
機
構
の
整
備

と
と
も
に
薩
長
土
肥
の
範
囲
内
で
は
郷
党
的
色
彩
よ
り
も
、
む
し
ろ
機
構
と
む
す
び
つ
い
た
少
数
の
実
力
者
巾
心
の
派
閥
形
成
が
優

、
、
、
、
、
ヽ
ヽ

(12)

先
し
て
い
く
。
「
し
か
し
、
屈
本
的
性
格
は
や
は
り
薩
長
土
肥
の
流
動
化
し
た
藩
閥
に
あ
っ
た
」
。

三
、
東
京
・
静
岡
の
数
が
勅
・
奏
任
官
に
比
し
、
判
任
官
に
圧
倒
的
で
あ
り
、
技
術
・
実
務
官
僚
、
軍
事
官
僚
と
し
て
の
旧
幕
臣
暦
が
、

(13) 

大
久
保
体
制
を
幅
ひ
ろ
く
さ
さ
え
て
い
た
と
い
え
る
。

四
、
他
の
資
料
で
地
方
官
條
に
つ
い
て
調
査
す
る
と
、

一
九
七
七
年
（
明
治
一

0
)
時
点
で
は
、
地
方
長
次
官
（
府
知
事
・
県
令
・
権
令
・

参
事
・
権
参
事
）
の
多
く
は
薩
長
土
肥
出
身
者
で
あ
る
。
ま
た
、
各
府
県
官
員
の
地
元
属
籍
者
率
は
、
鹿
児
島
、
山
口
、
高
知
が
と
く

に
高
く
、
静
岡
も
比
較
的
高
い
。
反
面
、
三
府
と
開
港
地
（
神
奈
川
・
兵
出
•
長
崎
•
新
潟
）
は
低
い
。

(14) 

藩
閥
支
配
の
体
質
を
し
め
し
て
い
る
。

田
中
氏
は
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
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五
田
中
説
に
お
け
ろ
方
法
上
の
難
点

に
注
目
す
る
升
味
・
石
塚
両
氏
と
は
逆
の
理
解
を
呈
示
し
て
い
る
。

ま
さ
に
藩
閥
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
升
味
準
之
輔

、
、
、
、
、

氏
・
・
・
・
・
・
の
力
点
は
、
中
央
政
府
首
脳
者
は
藩
閥
的
だ
が
、
以
下
の
部
分
は
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
で
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
お
か
れ
て

し
か
し
、
・
:
・
:
『
乱
数
表
』
的
煩
向
官
僚
機
構
の
整
備
と
あ
い
ま
っ
て
、
非
落
閥
出
身
者
は
藩
閥
と
む
す
び
つ
き
、
こ
の
煩

向
は
の
ち
に
は
い
っ
そ
う
強
く
な
る
ー
は
あ
る
に
せ
よ
、
地
元
属
籍
者
率
の
動
向
を
ふ
く
め
て
、
大
久
保
体
制
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、

や
は
り
中
央
・
地
方
と
も
基
本
的
に
藩
閥
色
で
ぬ
り
か
た
め
ら
れ
て
い
た
、
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
明
治
一
四
年
の
政
変
は
藩
閥
体
制

(15) 

の
―
つ
の
エ
ボ
ッ
ク
を
し
め
し
な
が
ら
も
、
な
お
こ
う
し
た
領
向
は
尾
を
ひ
い
て
い
た
、
と
み
て
よ
い
」
と
論
じ
、
藩
閥
色
の
解
消
煩
向

し
か
し
、
田
巾
氏
の
表
1
の
読
み
方
に
は
重
大
な
誤
滲
が
あ
る
。

第
一
に
、
表
1
の
数
字
の
み
か
ら
、
中
央
各
省
に
お
い
て
は
長
官
と
同
一
県
出
身
の
官
僚
が
「
相
対
的
多
数
」
を
占
め
て
い
る
か
ら
「

薩
長
土
肥
の
藩
閥
的
色
彩
の
濃
い
」
と
の
結
論
を
導
く
の
は
、
論
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
表
1
に
は
鹿
児
島
以
下
六
府

県
出
身
者
（
正
確
に
は
在
籍
者
）
数
の
み
が
計
上
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
こ
れ
ら
六
府
県
出
身
者
数
間
の
相
互
比
較
は
可
能
で
あ

る
が
、
他
府
県
出
身
者
を
含
め
た
全
官
員
数
巾
で
の
藩
閥
県
出
身
者
の
比
重
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
自
明
で
あ
る
。
そ
れ
は

統
計
学
の
初
歩
的
常
識
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
藩
閥
云
々
が
問
題
に
な
る
の
は
、
ま
さ
に
全
官
僚
機
構
中
に
占
め
る
特
定
藩
出
身
者
の
勢

カ
の
異
常
な
大
き
さ
が
注
目
さ
れ
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、
田
中
氏
は
、
六
府
県
中
の
僅
か
に
鹿
児
島
、
山
口
、
高
知
、

長
崎
四
県
出
身
者
の
み
の
相
互
の
人
数
の
多
寡
を
比
較
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
こ
と
で
長
官
と
同
一
の
特
定
県
出
身
者
が
そ

の
省
で
「
相
対
的
多
数
」
を
占
め
て
い
る
と
は
お
よ
そ
証
明
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
証
明
す
る
た
め
に
は
、
他
の
資
料
に
よ
る

補
強
を
必
要
と
す
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

、
る
。＇ こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

田
中
氏
は
、

「
大
久
保
体
制
は
、
中
央
・
地
方
を
問
わ
ず
、

朋
治
初
期
旧
佐
賀
藩
出
身
政
府
官
僚
の
統
計
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表2

明
治
初
期
旧
佐
賀
藩
出
身
政
府
官
僚
の
統
計
的
分
析
試
論
り

長崎県・佐賀県の沿革

0印は佐賀支藩

筑
前
国

筑
後
国

対
馬
国

こ
れ
は
事
実
誤
認
で
あ
る
。

に
佐
賀
県
と
な
り
、
ニ
ヵ
月
後
の
一

0
月
一
七
日
（
九
・
四
）
に
厳
原
県
と
合
併
し
て
伊
万
里
県
と
改
称
、
伊
万
里
県
に
は
旧
佐
賀
支
藩
の

第
1

一
に
、
田
中
氏
は
、
長
崎
県
在
籟
者
を
藩
閥
の
肥
前
佐
賀
藩
出
身
者
と
同
一
視
し
て
い
る
が
（
こ
の
点
で
は
石
塚
氏
、
升
味
氏
も
同
様
）
、

(16) 

表
2
に
し
め
す
よ
う
に
、
佐
賀
藩
は
一
八
七
一
年
八
月
二
九
日
（
朋
治
四
・
七
・
一
四
）
の
廃
藩
置
県
と
と
も

小
城
県
、
蓮
池
県
、
鹿
島
県
お
よ
び
旧
唐
津
藩
の
唐
津
県
が
緬
入
さ
れ
た
後
、
翌
七
二
年
七
月
四
日
（
明
治
五
•
五
・
ニ
九
）
に
佐
賀
県
に

改
称
さ
れ
た
が
、
同
県
は
七
六
年
（
明
治
九
）
四
月
一
八
日
に
三
酪
県
（
筑
後
国
）
に
編
入
さ
れ
て
廃
止
、

月
ニ
―
日
に
三
瀦
県
は
廃
止
さ
れ
旧
佐
賀
県
域
は
長
崎
県
に
絹
入
、
七
年
後
の
一
八
八
一
1

一
年
（
明
治
一
六
）
五
月
九
日
に
長
崎
県
か
ら
佐
賀

県
を
分
離
、
再
置
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
表
1
の
朋
治
五
年
の
時
点
で
旧
佐
賀
藩
出
身
者
は
主
に
伊
万
里
県
↓
佐
賀
県
に
在
籍
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
同

年
の
長
崎
県
在
籍
者
は
佐
賀
藩
出
身
者
と
別
個
で
あ
る
。
ま
た
、
明
治
一

0
年
に
お
け
る
長
崎
県
在
籟
者
に
は
佐
賀
藩
出
身
者
が
含
ま
れ

て
は
い
る
が
、
そ
の
他
に
通
訳
官
な
ど
の

技
術
官
僚
を
多
数
輩
出
し
た
旧
長
崎
奉
行

（
肥
前
国
）

福

岡

県

悶
□造頁：

唐
津
藩
—
唐
津
県

長
〗
訓
口

（
一
八
七
六
．
＾
・
―
―
-
）

長
崎
県

1
佐
賀
県

（
ス
八
1-
＿
・
写
・
九
）

福
岡
県

出
身
政
府
官
僚
の
動
向
を
し
め
す
こ
と
に

所
（
藩
領
）
関
係
者
や
勤
王
藩
の
ひ
と
つ
と

し
て
相
当
数
の
政
府
官
僚
を
送
り
出
し
た

の
で
、

し
か
し
、
僅
か
四
ヵ
月
後
の
八

旧
大
村
藩
関
係
者
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
る

こ
れ
ま
た
長
崎
県
在
籍
者
を
佐
賀

藩
出
身
者
と
同
一
視
す
る
の
は
正
し
く
な

い
。
つ
ま
り
、
長
崎
県
在
籍
者
を
カ
ウ
ン

ト
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
藩
閥
の
佐
賀
藩
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る
必
要
が
あ
ろ
う
。

ノ‘

直
結
し
な
い
の
で
あ
る
。
長
崎
県
を
た
だ
ち
に
「
藩
閥
特
定
県
」
と
す
る
の
は
見
当
違
い
で
あ
り
、

氏
、
升
味
氏
は
、
事
実
誤
認
を
犯
し
て
い
る
と
い
わ
ぬ
は
な
ら
な
い
。

同
様
の
こ
と
は
、
鹿
児
島
県
と
高
知
県
に
つ
い
て
も
い
え
る
。

一
八
七
六
年
（
明
治
九
）
八
月
ニ
―
日
か
ら
八
三
年

（
明
治
一
六
）
五
月
八
日
ま
で
宮
崎
県
（
旧
高
鍋
藩
、
旧
延
岡
藩
、
旧
佐
土
原
藩
、
旧
妖
肥
藩
）
が
緬
入
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
藩
閥
の
旧
鹿
児
島
藩

出
身
者
を
数
え
る
場
合
に
は
、
鹿
児
島
県
在
籍
者
数
か
ら
宮
暗
県
関
係
者
数
（
た
だ
し
島
津
支
藩
の
旧
佐
土
原
を
除
く
）
を
差
し
引
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
高
知
県
に
も
、
一
八
七
六
年
（
明
治
九
）
八
月
ニ
―
日
か
ら
八

0
年
（
明
治
一
三
）
三
月
一
日
ま
で
名
東
県
（
旧
徳
島

洛
）
が
輯
人
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
藩
閥
の
旧
上
佐
藩
出
身
者
を
数
え
る
場
合
に
は
、
裔
知
県
在
籍
者
数
か
ら
名
東
県
関
係
者
数
を
差
し
引

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
、
旧
阿
波
徳
島
藩
は
勤
王
大
藩
だ
っ
た
か
ら
相
当
多
数
の
政
府
官
僚
を
輩
出
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す

中
央
省
使
上
・
巾
級
官
員
の
出
身
地

こ
の
よ
う
に
、
田
中
氏
の
統
計
の
読
み
方
に
は
欠
陥
が
あ
る
か
ら
、
氏
の
結
論
を
そ
の
ま
ま
認
め
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
、
田

中
氏
の
い
う
中
央
各
省
に
お
い
て
は
長
官
と
同
一
県
出
身
の
官
僚
が
「
相
対
的
多
数
」
を
占
め
て
い
る
か
ら
「
薩
長
土
肥
の
藩
閥
的
色
彩

の
猥
い
」
と
い
う
命
題
が
事
実
に
即
し
て
い
る
か
否
か
を
、
田
中
氏
の
叙
述
の
順
序
に
し
た
が
っ
て
、
他
の
資
料
で
検
討
し
直
し
て
み
る

必
要
が
あ
る
。
な
お
表
1
に
は
一
八
七
二
年
（
明
治
五
）
と
七
七
年
（
明
治
一
0
)
の
二
通
り
の
数
値
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
田
中
氏
は

「
大
久
保
体
制
」
を
問
題
に
し
て
い
る
か
ら
、
七
七
年
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。
周
知
の
通
り
政
府
宮
員
の
身
分
は
勅
任
、
奏
任
、

判
任
の
三
ク
ラ
ス
に
分
か
れ
る
が
、
判
任
は
上
司
の
指
揮
の
下
に
末
端
で
日
常
官
庁
事
務
の
処
理
に
従
事
し
て
い
る
下
級
官
吏
で
あ
り
、

政
府
や
省
の
政
策
決
定
や
意
忌
形
成
に
は
あ
ま
り
関
与
し
な
い
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
官
僚
的
側
面
は
稀
薄
で
あ
り
、
藩
閥
問
題
を
考
え
る
に

あ
た
っ
て
判
任
を
と
り
あ
げ
て
も
意
味
は
多
く
な
い
し
、
多
人
数
で
も
あ
る
の
で
省
く
こ
と
に
す
る
。
も
っ
ぽ
ら
勅
任
、
奏
任
に
つ
い
て

明
治
初
期
旧
佐
賀
藩
出
身
政
府
官
僚
の
統
計
的
分
析
試
論

H

鹿
児
島
県
に
は
、

こ
の
意
味
で
、
田
中
氏
さ
ら
に
石
塚
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明
治
初
期
旧
佐
賀
藩
出
身
政
府
官
僚
の
統
計
的
分
析
試
論

H

田
中
氏
の
命
題
の
適
否
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

①
田
中
氏
に
よ
れ
ば
、
「
大
久
保
（
薩
）
の
内
務
省
」
で
は
鹿
児
島
県
出
身
の
官
僚
が
「
相
対
的
多
数
を
占
め
て
い
る
」
こ
と
に
な
っ

て
い
る
が
、
事
実
は
ど
う
か
。

(17) 

一
八
七
七
年
（
明
治
一

0
)

―
一
月
刊
の
『
官
員
名
鑑
』
に
よ
れ
ば
、
内
務
省
の
勅
任
は
四
名
プ
ラ
ス
兼
任
一
名
で
あ
り
、
卿
の
大
久
保

利
通
（
鹿
児
島
）
、
少
輔
の
林
友
幸
（
山
口
）
と
前
島
密
（
静
岡
）
、
大
警
視
の
川
路
利
良
（
鹿
児
島
）
、
そ
の
他
に
大
蔵
大
輔
の
松
方
正
義
（
鹿

児
島
）
が
内
務
省
勧
農
局
長
を
兼
務
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
地
租
改
正
の
都
合
で
あ
ろ
う
。
勅
任
に
み
る
か
ぎ
り
、
固
児
島
県
出
身
者
が

断
然
優
位
に
あ
り
、
升
味
、
石
塚
、
田
中
各
氏
の
い
う
通
り
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
奏
任
は
全
部
で
四
七
名
で
鹿
児
島
九
、
東
京
五
、
石
川
四
、
静
岡
四
、
山
口
三
、
大
分
・
高
知
•
島
根
・
滋
賀
・
兵
庫
・
福
岡
各

二
、
岐
阜
・
京
都
・
熊
本
・
埼
玉
・
千
葉
・
長
崎
（
旧
大
村
藩
）
•
新
潟
•
福
島
・
広
島
・
山
形
各
一
で
あ
る
（
な
お
内
国
勧
業
博
覧
会
事
務
局

関
係
は
臨
時
の
組
織
で
あ
り
、
し
か
も
ほ
と
ん
ど
が
兼
務
者
で
あ
る
の
で
省
い
た
）
。
こ
の
数
字
に
よ
れ
ば
、
た
し
か
に
鹿
児
島
県
出
身
者
が
「
相
対

的
多
数
」
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
よ
り
詳
し
く
検
討
し
て
み
る
と
、
鹿
児
島
九
の
う
ち
六
は
警
視
局
の
所
属
で
あ
る
（
警
視
局

所
属
は
他
に
石
川
二
、
高
知
二
、
東
京
二
、
大
分
一
、
熊
本
一
、
新
潟
一
、
福
岡
一
、
山
形
一
）
。
川
路
大
警
視
の
率
い
る
警
視
局
は
、
創
設
以
来
薩

摩
閥
の
牙
城
で
あ
り
、
内
務
省
の
な
か
で
も
特
殊
な
色
彩
を
帯
び
に
セ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
。
か
つ
、
こ
の
年
に
は
西
南
戦
争
に
大
量
の

警
視
隊
を
派
遣
し
た
と
い
う
特
別
の
事
情
が
あ
り
機
構
が
拡
大
し
た
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
警
視
局
一
七

名
を
除
外
し
て
計
算
す
れ
ば
、
鹿
児
島
出
身
者
は
奏
任
三

0
名
中
の
三
名

(
1
0
%
）
で
あ
っ
て
、
静
岡
の
四
名
よ
り
少
数
と
な
り
、
東
京
、

山
口
と
並
ぶ
。
こ
れ
で
は
「
相
対
的
多
数
」
と
い
う
訳
に
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
内
務
省
の
奏
任
の
場
合
、
田
中
氏
の
命
題

は
、
警
視
局
を
算
入
す
れ
ば
鹿
児
島
出
身
者
九
名
（
一
九
％
）
と
な
っ
て
ど
う
や
ら
成
立
す
る
が
、
特
殊
事
情
の
あ
る
警
視
局
を
除
外
し
た

場
合
に
は
成
立
し
な
い
と
い
え
よ
う
。

田
中
氏
に
よ
れ
ば
、
「
大
隈
（
肥
）
の
大
蔵
省
」
で
は
長
崎
県
出
身
の
官
僚
が
「
相
対
的
多
数
を
占
め
て
い
る
」
こ
と
に
な
っ
て
い
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る
が
、
事
実
は
ど
う
か
。

こ
こ
で
の
長
崎
県
出
身
者
の
計
上
に
は
大
蔵
省
の
場
合
と
同
様
の
考
慮
が
必
要
な
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
前
記
『
官
員
名
鑑
』
に
よ

れ
ば
、
司
法
省
の
勅
任
は
、
卿
の
大
木
喬
任
（
長
崎
）
、
大
輔
の
山
田
顕
義
（
山
口
）
、
検
事
長
の
岸
良
兼
養
（
鹿
児
島
）
、
判
事
の
玉
乃
世
履

(4) 
は
、
田
巾
氏
の
命
題
は
事
実
に
合
致
し
て
い
る
。

閥
で
あ
る
。

奏
任
は
三
一
名
で
山
ロ
―
一
（
三
五
・
互
％
）
、
東
京
五
、
長
崎
四
（
内
旧
佐
賀
藩
二
）
、
静
岡
三
、
鹿
児
島
二
、
青
森
一
、
石
川
一
、
京
都

一
、
高
知
（
旧
名
東
）
一
、
新
潟
一
、
和
歌
山
一
で
、
山
口
県
出
身
は
文
字
通
り
「
相
対
的
多
数
」
を
占
め
、
エ
部
省
の
勅
奏
任
に
関
し
て

田
中
氏
に
よ
れ
ば
、
「
大
木
（
肥
）
の
司
法
省
」
で
は
長
崎
県
出
身
の
官
僚
が
「
相
対
的
多
数
」
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い

前
記
『
官
員
名
鑑
』
に
よ
れ
ば
、

る
が
、
事
実
は
ど
う
か
。

奏
任
は
四
六
名
で
東
京
―
-
、
長
崎
一

0
、
山
口
七
、
鹿
児
島
六
、
岐
阜
三
、
静
岡
1

1

、
青
森
・
石
川
・
愛
媛
・
大
分
・
大
阪
・
京
都

・
熊
本
各
一
で
あ
り
、
内
務
省
に
比
べ
る
と
落
閥
色
が
濃
い
（
た
だ
し
、
高
知
は
零
で
あ
る
）
。
長
崎
出
身
者
一

0
名
の
う
ち
七
名
は
前
年
の

『
明
治
九
年
官
員
録
』
に
佐
賀
と
記
さ
れ
、
残
り
三
名
は
長
崎
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
旧
佐
賀
藩
出
身
は
七
名
（
一
五
％
）
と
い
う
こ
と
に

な
り
、
東
京
よ
り
少
数
で
山
口
と
並
ん
で
い
る
か
ら
、
「
相
対
的
多
数
」
と
い
え
る
か
ど
う
か
微
妙
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

田
中
氏
に
よ
れ
ば
、
「
伊
藤
（
長
）
の
エ
部
省
」
で
は
山
口
県
出
身
の
官
僚
が
「
相
対
的
多
数
を
占
め
て
い
る
」
こ
と
に
な
っ
て
い

(3) 

る
が
、
事
実
は
ど
う
か
。

工
部
省
の
勅
任
は
、

こ
の
場
合
の
長
崎
県
出
身
者
は
、
田
中
氏
の
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、
長
崎
県
出
身
一
般
で
な
く
そ
の
内
の
旧
佐
賀
落
出
身
者
に
限
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
前
記
『
官
員
名
鑑
』
に
よ
れ
ば
、
大
蔵
省
の
勅
任
は
、
卿
の
大
隈
重
信
（
長
崎
）
と
大
輔

の
松
方
正
義
（
鹿
児
島
）
の
二
名
で
藩
閥
そ
の
も
の
で
あ
る
。

卿
の
伊
藤
博
文
（
山
口
）
、
大
輔
の
山
尾
唐
三
（
山
口
）
の
二
名
で
完
全
な
長
州

明
治
初
期
旧
佐
賀
藩
出
身
政
府
官
僚
の
統
計
的
分
析
試
論
日
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明
治
初
期
旧
佐
賀
藩
出
身
政
府
官
僚
の
統
計
的
分
析
試
論

田
中
氏
に
よ
れ
ば
、

前
記
『
官
員
名
鑑
』
に
よ
れ
ば
、
開
拓
使
の
勅
任
は
、

（一）

「
相
対
的
多
数
」
を
占
め
、
開
拓
使
の
勅
奏
任
に
関
し
て
は
、
田
中
氏
の
命
題
は
事
実
に
合
致
し
て
い
る
。

り

「

外

務

省

（

寺

島

1
1

薩
）
」
で
は
「
藩
閥
特
定
県
」
の
長
崎
に
「
集
中
し
て
い
る
」

こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、

教
部
省
は
、

占
で
あ
る
。

る。

一
八
七
七
年
（
明
治
一

0
)

『
明
治
九
年
官
員
録
』
に
よ
れ
ば
、
勅
任
は
、 一
月
―
―
日
に
廃
止
さ
れ
た
の
で
、
前
記
『
官
貝
名
鑑
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、

大
輔
が
宍
戸
磯
（
山
口
）
、
少
輔
が
大
久
保
一
翁
（
静
岡
）
で
藩
閥
出
身
は
二
分
の
一
で
あ

奏
任
は
四
名
で
、
敦
賀
・
鳥
取
・
鹿
児
島
・
愛
知
各
一
で
あ
り
、
山
口
県
出
身
者
は
皆
無
で
あ
る
。

の
教
部
省
奏
任
に
関
す
る
限
り
田
中
氏
の
命
題
は
事
実
に
反
す
る
。

伺
田
中
氏
に
よ
れ
ば
、
「
黒
田
（
薩
）
の
開
拓
使
」
で
は
鹿
児
島
県
出
身
の
官
僚
が
「
相
対
的
多
数
」
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
が
、
事
実
は
ど
う
か
。

し
た
が
っ
て
、
廃
止
直
前
七
六
年

長
官
の
黒
田
清
隆

(OO拓
1
1
旧
鹿
児
島
藩
）
の
み
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
薩
摩
閥
独

奏
任
は
―
―
―
名
で
鹿
児
島
一

0
(
四
五
％
）
、
東
京
四
、
枚
城
・
開
拓
・
京
都
・
兵
庫
・
三
重
•
宮
城
・
山
口
各
一
で
鹿
児
島
県
出
身
は

曹

ー

、5
 

、

I
~

い
る
が
、

事
実
は
ど
う
か
。

田
中
氏
に
よ
れ
ば
、
「
宍
戸
（
長
）
の
教
部
省
」

で
は
山
口
県
出
身
の
官
僚
が
、

「
相
対
的
多
数
」
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て

（
山
口
1
1

岩
国
）
の
四
名
で
こ
れ
ま
た
藩
閥
独
占
で
あ
る
（
た
だ
し
玉
乃
を
長
州
閥
に
入
れ
う
る
と
し
て
）
。

奏
任
は
一
―
三
名
（
内
九
0
は
判
事
）
で
東
京
一
八
、
長
綺
一
四
（
内
旧
佐
袈
藩
―
―
―
)
、
高
知
―
―
―
一
（
内
旧
土
佐
藩
九
、
不
明
一
）
、
山
ロ
一

0
、

鹿
児
島
七
（
肉
宮
崎
一
）
、
熊
本
六
、
静
岡
五
、
石
川
四
、
大
阪
四
、
愛
媛
・
岐
阜
•
長
野
・
福
岡
・
山
形
・
和
歌
山
各
三
、
茨
城
・
堺
・

滋
賀
各

1
一
、
愛
知
•
岡
山
・
京
都
・
千
葉
・
新
潟
・
兵
庫
各
一
で
あ
り
、
旧
佐
賀
藩
出
身
者
は
東
京
よ
り
少
数
の
―
二
名
(
]
O
•七
％
）

と
な
る
か
ら
、
こ
れ
ま
た
大
蔵
省
の
場
合
と
同
様
に
「
相
対
的
多
数
」
と
い
え
る
か
ど
う
か
微
妙
で
あ
る
。
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(8) 

田
中
氏
に
よ
れ
ば
、

な
っ
て
い
る
が
、
事
実
は
ど
う
か
。

事
実
は
ど
う
か
。

前
記
『
官
員
名
鑑
』
に
よ
れ
ば
、
外
務
省
の
勅
任
は
、
卿
の
寺
島
宗
則
（
鹿
児
島
）
、
大
輔
の
鮫
島
泄
信
（
鹿
児
島
）
、
特
命
全
権
公
使
の

榎
本
武
揚
（
静
岡
）
、
上
野
景
範
（
鹿
児
島
）
、
吉
田
清
成
（
鹿
児
島
）
、
青
木
周
蔵
（
山
口
）
、
森
有
礼
（
鹿
児
島
）
の
七
名
で
あ
り
薩
摩
閥
色

が
濃
厚
で
あ
る
が
、
「
集
中
」
し
て
い
る
は
ず
の
長
崎
県
出
身
者
は
皆
無
で
あ
る
。

奏
任
は
三
五
名
で
、
東
京
八
、
静
岡
六
、
長
崎
六
（
内
旧
佐
賀
藩
三
）
、
愛
媛
三
、
滋
賀
二
、
青
森
•
石
川
・
岡
山
・
鹿
児
島
・
群
馬
・

兵
庫
・
三
重
•
宮
城
・
山
形
・
山
口
各
一
で
あ
り
、
「
相
対
的
多
数
」
を
占
め
て
い
る
の
は
旧
幕
臣
で
あ
る
。
長
崎
県
の
う
ち
旧
佐
賀
藩

出
身
者
は
三
名
（
八
・
六
％
）
で
あ
る
か
ら
と
う
て
い
「
相
対
的
多
数
」
と
は
い
え
ず
、
鹿
児
島
県
、
山
口
県
は
そ
れ
ぞ
れ
僅
か
一
名
、

高
知
県
に
い
た
っ
て
は
零
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
外
務
省
の
奏
任
に
お
い
て
は
、
長
崎
県
は
お
ろ
か
い
か
な
る
「
藩
閥
特
定
県
」
に
も

「
集
中
」
し
て
い
な
い
。

田
中
氏
に
よ
れ
ば
、
「
文
部
省
（
文
部
大
輔
田
中
不
二
磨
1
1

名
古
屋
）
」
で
は
「
藩
閥
特
定
県
」
の
長
崎
に
「
集
中
し
て
い
る
」
こ
と
に

前
記
『
官
員
名
鑑
」
に
よ
れ
ば
、
文
部
省
の
勅
任
は
、
大
輔
の
田
中
不
二
磨
（
東
京
）
と
少
輔
の
神
田
孝
平
（
静
岡
）
の
二
名
で
「
藩
閥

特
定
県
」
出
身
者
は
皆
無
で
あ
る
。

出
身
と
旧
土
佐
藩
出
身
は
零
で
あ
る
。

に
「
集
中
」
し
て
い
な
い
。

、̀'‘、

，
 

‘、`̀
明
治
初
期
旧
佐
賀
藩
出
身
政
府
官
僚
の
統
計
的
分
析
試
論

東
京
七
、

(—) 

愛
知
三
、

山
口
1

1

、
京
都
・

奏
任
は
三

0
名
（
内
一
一
五
は
官
立
学
校
長
・
教
授
）
で
、
静
岡
五
、
長
崎
二
（
内
旧
佐
賀
藩
一
）
、

高
知
（
旧
名
東
）
・
千
葉
・
栃
木
・
新
潟
・
兵
庫
・
広
島
・
福
岡
・
山
形
・
和
歌
山
各
一
で
あ
り
、
外
務
省
の
場
合
と
同
様
に
「
相
対
的
多

数
」
を
占
め
て
い
る
の
は
旧
幕
臣
で
あ
る
。
藩
閥
関
係
は
辛
う
じ
て
山
口
県
出
身
二
名
、
旧
佐
賀
藩
出
身
一
名
だ
け
で
あ
り
、
鹿
児
島
県

つ
ま
り
、
文
部
省
の
勅
奏
任
に
お
い
て
は
、
田
中
氏
の
説
明
と
は
逆
に
、
お
よ
そ
「
藩
閥
特
定
県
」

「
宮
内
省
（
癒
大
寺
実
則
1
1
公
家
）
」
で
は
「
藩
閥
特
定
県
」
の
山
口
に
「
集
中
し
て
い
る
」
こ
と
に
な
っ
て
い
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明
治
初
期
旧
佐
賀
藩
出
身
政
府
官
僚
の
統
計
的
分
析
試
論

H

奏
任
は
、

以
上
、
田
中
氏
の
表
1
の
読
み
方
の
誤
り
を
事
実
に
即
し
て
批
判
し
た
が
、

七

る
が
、
事
実
は
ど
う
か
。

応

の

結

論

だ
か
ら
と
い
っ
て
、

「
大
久
保
体
制
は
、
中
央
・
地
方
を

前
記
『
官
員
名
鑑
』
に
よ
れ
ば
、
宮
内
省
の
勅
任
は
、
卿
兼
一
等
侍
補
の
徳
大
寺
実
則
（
東
京
）
、
少
輔
の
杉
孫
七
郎
（
山
口
）
、

補
の
吉
井
友
実
（
鹿
児
島
）
と
土
方
久
元
（
高
知
）
、
皇
太
后
宮
大
夫
の
万
里
小
路
博
房
（
東
京
）
、
御
用
掛
の
福
羽
美
静
（
島
根
）
、

正
治
（
鹿
児
島
）
、
式
部
頭
の
坊
城
俊
政
（
東
京
）
の
八
名
で
あ
り
藩
閥
関
係
は
二
分
の
一
で
あ
る
。

伊
地
知

四
八
名
（
内
女
官
一
五
）
で
東
京
二
六
、
京
都
五
、
静
岡
三
、
山
口
三
、
熊
本
・
鹿
児
島
・
滋
賀
各
二
、
石
川
・
神
奈
川
・
高

知
・
千
葉
・
長
野
各
一
で
あ
り
、
東
京
に
は
旧
佐
賀
藩
出
身
者
一
が
含
ま
れ
て
い
る
。
旧
公
卿
関
係
者
が
「
絶
対
的
多
数
」
を
占
め
て
い

る
の
は
明
白
で
あ
り
、
ど
の
「
藩
閥
特
定
県
」
に
も
「
集
中
」
し
て
い
る
事
実
は
な
い
。

、
、
、

以
上
、
表
1
を
根
拠
に
し
て
「
長
官
の
出
身
地
に
よ
っ
て
あ
ろ
程
度
そ
の
出
身
県
の
官
僚
が
、
相
対
的
多
数
を
占
め
て
い
る
」
か
ら

「
大
久
保
体
制
は
や
は
り
薩
長
士
肥
の
藩
閥
的
色
彩
の
濃
い
こ
と
が
わ
か
る
」
と
し
て
い
る
日
中
氏
の
主
張
の
当
否
を
、
田
巾
氏
の
指
摘

し
た
順
に
、
一
八
七
七
年
（
明
治
一

0
)
に
お
け
る
各
省
の
勅
任
、
奏
任
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
が
、
み
て
き
た
よ
う
に
、
勅
任
に
つ
い

て
は
文
部
省
を
除
い
て
ま
さ
に
藩
閥
的
だ
が
、
奏
任
に
つ
い
て
は
、
田
巾
氏
の
主
張
が
該
当
す
る
の
は
エ
部
省
と
開
拓
使
の
み
で
あ
り
、

内
務
省
は
特
殊
事
情
の
あ
る
警
視
局
を
算
入
し
た
場
合
に
該
当
し
、
大
蔵
省
と
司
法
省
は
微
妙
で
あ
り
、
教
部
省
、
外
務
省
、
文
蔀
省
、

官
内
省
に
お
い
て
は
該
当
し
な
い
。
要
す
る
に
、
各
省
奏
任
官
に
関
す
る
限
り
、
田
中
氏
の
主
張
は
、
エ
部
省
と
開
拓
使
を
除
い
て
、
事

実
と
食
い
違
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
く
に
、
旧
土
佐
藩
出
身
者
は
司
法
省
以
外
に
は
ほ
と
ん
ど
勢
力
を
有
し
て
い
な
い
か

ら
、
も
は
や
「
薩
長
土
肥
」
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
上
は
各
省
勅
奏
任
の
検
討
か
ら
得
ら
れ
た
結
果
だ
が
、
官
僚
と
し

て
の
重
要
度
が
劣
る
各
省
判
任
の
場
合
に
も
大
体
類
似
の
結
果
が
予
想
さ
れ
る
。

一
等
侍

-241-

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked



問
わ
ず
、

第
一
節

『
百
官
履
歴
』
に
み
る
旧
佐
賀
藩
出
身
者
の
動
向

ま
さ
に
藩
閥
的
だ
っ
た
」
と
す
る
田
中
氏
の
主
張
が
ま
っ
た
く
の
見
当
違
い
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
前
項
の
勅
奏
任
官
員
数
の

検
討
に
お
い
て
は
、
太
政
官
、
元
老
院
、
陸
海
軍
省
（
軍
部
）
お
よ
び
地
方
官
と
い
う
重
要
な
セ
ク
シ
ョ
ン
が
省
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら

は
、
よ
り
藩
閥
色
が
濃
厚
で
あ
っ
た
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
地
方
長
次
官
の
出
身
地
の
特
徴
や
府
県
官
員
に
お
け
る
地
元

属
籟
者
率
の
分
析
を
適
じ
て
地
方
官
俯
の
藩
閥
色
を
強
調
す
る
田
中
氏
の
所
論
に
も
そ
れ
な
り
に
納
得
で
き
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、

田
中
氏
は
、
一
八
七
七
年
（
明
治
一

0
)
段
階
で
地
方
長
次
官
に
お
け
る
藩
閥
関
係
者
の
占
有
率
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
、

「
藩
閥
支
配
が
形
成
さ
れ
て
き
て
い
る
」
と
す
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
と
ば
か
り
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
頃
、
府
県
の
再

編
成
に
と
も
な
っ
て
地
方
官
の
大
移
動
が
あ
っ
た
が
、
中
央
官
庁
に
お
け
る
有
能
な
非
藩
閥
系
官
僚
の
拾
頭
に
押
さ
れ
て
は
み
出
し
た
藩

閥
系
官
燎
が
地
方
官
に
転
出
す
る
傾
向
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
藩
閥
系
地
方
官
の
増
加
は
、
全
官
僚
機
構
的
に
は
む
し
ろ

藩
閥
崩
壊
の
一
現
象
形
態
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
個
々
の
移
動
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
実
証
が
と
も
な
わ
な
い
限
り
、
藩
閥

系
地
方
官
の
増
大
が
た
だ
ち
に
「
藩
閥
支
配
が
形
成
さ
れ
て
き
て
い
る
」
と
は
い
い
き
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
同
様
の
こ
と
は
府
県
官
員
に

お
け
ろ
地
元
属
籍
者
率
の
問
題
に
つ
い
て
も
い
え
る
。

こ
う
み
て
く
れ
ば
、

「
大
久
保
体
制
は
、
中
央
・
地
方
を
問
わ
ず
、
ま
さ
に
藩
閥
的
…
…
藩
閥
色
で
ぬ
り
か
た
め
ら
れ
て
い
た
」
と
す

る
の
は
過
大
評
価
で
あ
り
、
大
久
保
体
制
は
な
お
濃
厚
に
藩
閥
色
を
残
し
な
が
ら
も
、
巾
央
各
省
の
中
堅
実
務
官
僚
の
レ
ペ
ル
で
は
藩
閥

体
制
が
次
第
に
崩
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
み
る
の
が
、
す
な
わ
ち
、
升
味
・
デ
ロ
塚
両
氏
の
見
解
の
方
が
、
よ
り
事
実
に
合
致
し
て
い
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
時
期
の
官
僚
制
の
社
会
的
性
格
な
か
ん
ず
く
藩
閥
性
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
個
々
の

分
野
に
関
し
て
具
体
的
実
証
分
析
を
梢
み
上
げ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、

そ
の
よ
う
な
「
大
久
保
体
制
」
の
も
と
で
、
落
閥
の
ひ
と
つ
で
あ
る
旧
佐
賀
藩
出
身
政
府
官
僚
の
進
出
分

明
治
初
期
旧
佐
賀
藩
出
身
政
府
官
僚
の
統
計
的
分
析
試
論
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明
治
初
期
旧
佐
賀
藩
出
身
政
府
官
僚
の
統
計
的
分
析
試
論
い

議
官
）

〇
鍋
島
直
大
（
イ
タ
リ
ア
駐
在
特
命
全
権
公
使
）

野
、
地
位
、
占
有
率
な
ど
に
つ
い
て
、
以
下
、
諸
資
料
に
よ
っ
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

最
初
の
手
が
か
り
と
し
て
、
日
本
史
籍
協
会
編
『
百
官
履
歴
』
上
・
下
巻
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
同
書
例
言
に
「
（
明
治
初
頭
の
）
高
官
ノ

士
五
百
名
二
就
キ
、
ソ
ノ
出
身
地
、
身
分
、
通
称
、
官
途
ノ
進
退
ヲ
明
記
シ
、
併
セ
テ
官
制
ノ
改
廃
ヲ
モ
註
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
モ
ト

修
史
局
二
於
テ
各
自
ヲ
シ
テ
履
歴
書
ヲ
提
出
セ
シ
メ
、
コ
レ
ニ
ョ
ッ
テ
編
修
シ
タ
ル
モ
ノ
」
で
、
「
明
治
初
頭
二
於
ケ
ル
官
省
ノ
廃
骰
、

卿
相
ノ
任
罷
ヲ
知
ル
上
二
於
テ
欠
ク
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ノ
害
」
と
あ
る
よ
う
に
、
皇
族
八
、
三
職
一
一
九
、
百
官
四
―
―
一
の
計
四
五
八
名
の
履
歴

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
た
た
し
重
複
が
一
名
あ
る
か
ら
実
際
は
四
五
六
名
）
。
な
お
、
履
歴
記
載
の
下
限
は
一
八
八
二
年
（
明
治
一
五
）
前
後
な
の

「
明
治
初
頭
」

岩
村
定
高
（
三
重
県
令
）

陸
軍
省
第
一
局
次
長
）

〇
鶴
田
皓
（
参
事
院
議
官
）

0
江
藤
新
平
（
参
議
）

〇
楠
田
英
世
（
元
老
院
議
官
）

島
義
男
（
秋
田
県
権
令
）
関
新
平
（
愛
媛
県
令
）

窟
岡
敬
明
（
熊
本
県
令
）

は
履
歴
記
載
の
最
終
官
職
）
。

0
大
木
喬
任
（
参
議
兼
面
法
卿
）

0
大
隈
重
信
（
参
議
）

古
賀
定
雄
（
香
川
県
権
令
兼
五
等
判
事
）
坂
田
佃
孝
（
大
蔵
少
承
）

〇
副
島
種
臣
（
宮
内
省
御
用
掛
兼
一
等
侍
講
）
副
島
仲
謙
（
陸
軍
一
一
等
軍
医
正
）

〇
巾
牟
田
倉
之
助
（
海
軍
中
将
）

福
島
九
成
（
肉
務
権
大
書
記
官
）

蔵
卿
）

表3

都

島

口

臣

知

賀

本

取

井

屋

山

垣

村

米

局

島

倉

川

山

他

児

船

占

留

歌

の

京

鹿

山

旧

高

佐

能

烏

福

名

岡

大

大

久

徳

広

小

柳

和

そ

計

『百官履歴』出身別

82名

65 

55 

42 
31 

26 
16 

12 

8 

7 

6 
5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

69 

456名

18.0% 

14.3 

12.0 

9.2 

6.8 

5. 7 

3.5 

2.6 
1.7 

1.5 

1. 3 

]. 1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

0.9 

0. 9 

0.9 

15.1 

100 ％
 

※支藩出身は本藩に合算した。皇族、

旧公卿およびその家臣は「京都」に

一括した。

で、

は
そ
の
頃
ま
で
を
指
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

鍋
島
幹
（
栃
木
県
令
）

藤
川
為
親
（
栃
木
県
令
）

〇
鍋
島
直
彬
（
元
老
院

前
山
清
一
郎
（
内
務

大
島
邦
秀
（
陸
軍
中
佐
、

0
佐
野
常
民
（
大

こ
の
二
六
名
は
次
の
通
り
で
あ
る
（
五
0
音
順
、
括
弧
内

第
六
位
、
辛
う
じ
て
藩
閥
の
一
角
に
食
い
こ
ん
で
い
る
。

こ
の
表
で
み
る
と
、
旧
佐
賀
藩
出
身
者
は
二
六
名
で

こ
な
る
。

9

9

 

スノ で
な
く
、
実
際
の
出
身
藩
別
に
分
類
す
れ
ば
表
3
の
よ

こ
の
四
五
六
名
を
、
維
新
後
に
登
録
さ
れ
た
本
籍
地
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あ
る
。
同
一
省
内
で
の
兼
務
は
人
数
を
重
複
し
て
数
え
な
い
）
。

右
の
二
六
名
中
、
勅
任
官
に
ま
で
到
達
し
た
の
は

0
印
の
―
二
名
（
四
六
％
）
、
他
は
戊
辰
戦
争
に
参
戦
し
た
記
録
の
み
の
安
永
弘
行
を

除
い
て
本
告
編
修
の
時
点
で
は
奏
任
ど
ま
り
で
あ
る
。
活
躍
が
目
だ
つ
分
野
は
、
司
法
省
（
江
藤
、
大
木
、
楠
田
、
鶴
田
）
、
大
蔵
省
（
大
隈
、

佐
野
）
、
海
軍
（
中
牟
田
、
真
木
）
あ
た
り
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
『
百
官
履
歴
』
は
、
サ
ン
プ
ル
の
絶
対
数
が
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
表
3
の
数
値
は
大
体
の
傾
向
性
を
示
す
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

が
、
当
時
の
官
界
に
お
け
る
旧
佐
賀
藩
出
身
者
の
占
め
る
地
位
の
お
お
よ
そ
の
目
安
に
は
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

（
明
治
七
）
年
を
選
ん
だ
理
由
の
第
一
は
、

(18) 

つ
ぎ
に
『
明
治
七
年
官
員
録
』
に
よ
っ
て
、
旧
佐
賀
藩
出
身
政
府
官
僚
の
動
向
を
よ
り
詳
し
く
調
べ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

こ
の
年
度
の
『
官
員
録
』
か
ら
そ
れ
ま
で
な
か
っ
た
各
人
の
本
籍
地
が
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
出
身
地
の
判
定
が
便
利
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
一
八
七
六
年
（
明
治
九
）
の
府
県
の
大
幅
な
統
廃
合
（
例
え
ば
佐
賀
県
を
長

峙
県
に
編
入
）
の
前
の
三
府
七
二
県
の
時
期
で
あ
り
、
在
籍
府
県
名
は
出
身
藩
の
そ
れ
に
よ
り
近
い
利
点
が
あ
る
。
第
二
は
、
こ
の
七
四
年

が
、
前
年
一

0
月
の
明
治
六
年
政
変
に
よ
る
政
府
の
大
分
裂
（
四
郷
隆
盛
、
板
垣
退
助
、
後
藤
象
二
郎
、
江
藤
新
平
、
副
島
種
臣
の
各
参
議
の
下
野
）

で
官
界
が
大
変
動
し
た
後
を
承
け
て
、
い
わ
ゆ
る
有
司
専
制
体
制
（
大
久
保
体
制
）
が
出
現
し
た
年
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
第
三
に
、
そ
れ

と
の
関
連
で
七
三
年
―
一
月
に
内
務
省
が
設
置
さ
れ
て
太
政
官
制
の
骨
格
が
一
応
で
き
あ
が
り
、
そ
の
人
事
に
つ
い
て
『
明
治
七
年
官
員

録
』
か
ら
載
り
は
じ
め
た
か
ら
で
あ
る
（
な
お
、
前
述
の
理
由
に
よ
り
対
象
は
勅
任
と
奏
任
に
限
り
判
任
は
含
め
な
い
。
ま
た
、
府
県
名
は
在
籍
地
で

議
官
）

第
二
節

『
明
治
七
年
官
員
録
」
に
み
る
旧
佐
賀
藩
出
身
者
の
動
向

省
六
等
出
仕
）
〇
真
木
長
義
（
海
軍
少
将
、
海
軍
裁
判
所
長
）

明
治
初
期
旧
佐
四
藩
出
身
政
府
官
僚
の
統
計
的
分
析
試
論

（一）

増
田
明
道
（
洵
軍
中
佐
）

安
永
弘
行
（
豆
州
監
察
）

一
八
七
四

0
山
口
尚
芳
（
参
事
院
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明
治
初
期
旧
佐
賀
藩
出
身
政
府
宮
僚
の
統
計
的
分
析
試
論
日

0
0
 

り
切

式

部

寮

勅
任
は
三
名
で
高
知
二
、
庇
児
島
一
。

左 勅
任
は
一
三
名
で
鹿
児
島
五
、
佐
賀
二
（
参
議
大
隈
重
信
、
同
大
木
喬
任
）
、

者
数
は
二
位
で
占
有
率
一
五
・
三
％
。

奏
任
は
三
六
名
で
東
京
七
、
静
岡
四
、
佐
賀
三
（
権
少
内
史
野
口
常
共
、
権
少
外
史
久
米
邦
武
、
同
牟
田
口
元
学
）
、
滋
賀
三
、
鹿
児
島
・

高
知
•
浜
松
・
山
口
各
二
、
愛
知
•
石
川
・
茨
城
・
岩
手
・
大
分
・
岐
阜
・
京
都
・
栃
木
•
浜
田
・
兵
庫
・
三
重
各
一
で
、
旧
幕
臣
が

断
然
優
勢
。
佐
賀
は
三
位
、
八
・
三
％
。

院

2
 

奏
任
は
三
七
名
で
東
取
一
三
、
鹿
児
島
四
、
佐
賀
四
（
二
等
議
官
西
原
途
明
、
四
等
議
官
牟
日
口
通
照
、
五
等
議
宜
長
森
敬
斐
、
同
原
忠
順
）
、

高
知
一1一
、
白
川
三
、
静
岡
二
、
和
歌
山
二
、
青
森
•
愛
媛
・
置
賜
・
熊
谷
・
滋
賀
•
長
野
・
山
口
各
一
。
佐
賀
は
一
一
位
、

1
0
•
八
％
。

勅
任
は
一
名
（
東
京
）
。

奏
任
は
七
名
で
東
京
六
、
京
都
一
。

外
務
省

勅
任
は
一

0
名
で
鹿
児
島
四
、
佐
賀
二
（
少
輔
山
口
尚
芳
、
弁
理
公
使
佐
野
常
民
）
、
山
口
二
、
静
岡
・
東
京
各
一
。
佐
賀
は
一
一
位
、
―

1
0

奏
任
は
四

0
名
で
東
京
七
、
長
崎
五
、
佐
賀
四
（
五
等
出
仕
中
山
信
彬
、

三
、
山
口
三
、
愛
媛
・
神
奈
川
・
宮
城
各
二
、
岡
山
・
大
阪
・
鹿
児
島
・
岐
阜
・
熊
谷
・
酒
田
・
磁
賀
・
千
葉
・
敦
賀
•
浜
松
・
三
瀦

①

正

院
太
政
官

一
等
書
記
官
中
野
健
明
、
同
本
野
盛
享
、
領
事
福
島
九
成
）
、
静
岡

東
京
二
、
山
口
二
、
静
岡
一
、
高
知
一
。
旧
佐
賀
藩
出
身
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五

陸

軍

省

位、

四

奏
任
は
四
七
名
で
東
京
八
、
静
岡
六
、
高
知
五
、
敦
賀
四
、
山
口
三
、
鹿
児
島
・
千
葉
・
豊
岡
・
長
崎
・
広
島
各
二
、
大
分
・
岐
阜

・
熊
谷
・
小
倉
・
埼
玉
•
佐
賀
（
六
等
出
仕
坂
部
長
熙
）
・
滋
賀
・
飾
磨
・
白
川
・
栃
木
・
浜
松
各
一
。
佐
賀
は
一
一
位
、

1
1
·
-
%
。

大
蔵
省

勅
任
は
二
名
で
佐
賀
（
卿
大
隈
重
信
）
一
、
鹿
児
島
一
。
佐
賀
は
一
位
、
五

0
%。

奏
任
は
七
五
名
で
東
京
一
三
、
山
ロ
一
―
-
、
佐
賀
八
（
六
等
出
仕
坂
田
伯
孝
、
七
等
出
仕
土
山
盛
有
、
造
幣
権
頭
石
丸
安
棋
、
出
納
頭
馬
渡
俊

邁
統
計
助
深
江
順
暢
、
七
等
出
仕
盟
川
百
太
郎
、
五
等
出
仕
伊
東
武
軍
、
七
等
出
仕
神
山
聞
）
、
長
崎
六
、
敦
賀
五
、
浜
松
五
、
鹿
児
島
四
、
静

岡
四
、
岐
阜
三
、
名
東
三
、
筑
摩
二
、
和
歌
山
二
、
愛
知
・
秋
田
•
愛
媛
・
大
阪
・
神
奈
川
・
高
知
・
酒
田
・
白
川
各
一
。
佐
賀
は
一
―
-

-
0
・
七
％
。

勅
任
は
一
九
名
で
鹿
児
島
六
、
山
口
五
、
開
拓
一
、
岐
阜
一
、
京
都
一
、
高
知
一
、
静
岡
一
、
東
京
一
、
一
二
瀦
一
、
和
歌
山
一
。

奏
任
は
五
五
二
名
（
多
数
な
の
で
県
別
内
訳
は
省
略
）
で
佐
賀
は
一
―
名
[
(
七
等
出
仕
安
永
弘
行
、
中
佐
厳
谷
龍
一
、
同
高
柳
邦
秀
、
少
佐
古
河

氏
潔
、
同
福
島
九
成
、
大
尉
石
丸
忠
央
、
同
服
部
良
之
、
同
益
田
照
遠
、
会
計
一
等
副
監
督
田
村
昌
宗
、
軍
医
菊
地
篤
忠
、
同
副
島
仲
謙
）
、
二
％
。
~

軍
に
お
い
て
は
旧
佐
賀
藩
出
身
者
の
勢
力
は
微
弱
で
あ
る
。
し
か
も
厳
谷
龍
一
は
陸
軍
裁
判
所
評
事
を
兼
ね
、
服
部
良
之
も
同
裁
判
所

大
主
理
を
兼
ね
て
い
る
し
、
福
島
九
成
は
領
事
を
兼
ね
て
い
る
か
ら
、
純
粋
の
武
官
と
い
う
よ
り
法
務
官
あ
る
い
は
在
外
武
官
の
性
格

を
帯
び
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
前
掲
『
百
官
履
歴
』
で
明
冶
以
後
の
経
歴
が
不
明
で
あ
っ
た
安
永
弘
行
が
陸
軍
省
七
等
出

仕
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
の
も
面
白
い
。

・
度
会
各
一
。
佐
賀
は
一
二
位
、

内
務
省
．

勅
任
は
一
名
（
鹿
児
島
）
。

1
0
%
。

明
治
初
期
旧
佐
賀
藩
出
身
政
府
官
僚
の
統
計
的
分
析
試
論

(—) 
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明
治
初
期
旧
佐
賀
藩
出
身
政
府
官
僚
の
統
計
的
分
析
試
論

奏
任
は
四
名
で
鹿
児
島
1

1

、
敦
賀
一
、
鳥
取
一
。

九

工

部

省

八

（一）

海
軍
省

勅
任
は
七
名
で
静
岡
一
1

一
、
鹿
児
島
二
、
佐
賀
一
一
（
少
将
兼
兵
学
頭
中
牟
田
倉
之
助
、
少
将
真
木
長
義
）
、
佐
賀
は
1

一
位
、
二
八
・
六
％
。

奏
任
は
一
四
七
名
（
多
数
な
の
で
県
別
内
訳
は
省
略
）
で
佐
賀
は
一
七
名
（
少
丞
石
井
口
吉
、
秘
書
官
堤
董
真
、
七
等
出
仕
石
黒
直
寛
、
中
佐
増

田
明
道
、
同
相
浦
紀
道
、
少
佐
沢
野
種
鉄
、
同
山
崎
景
則
、
同
松
本
安
種
、
同
松
村
文
亮
、
大
尉
本
島
義
武
、
同
増
田
広
豊
、
同
中
島
伴
九
郎
、
同
村
岡

道
純
、
同
吉
島
辰
寧
、
同
占
JII
種
利
、
主
船
助
兵
動
喜
知
、
少
医
監
宮
田
高
政
）
、

勅
任
は
一
名
（
愛
知
）
。

奏
任
は
二
六
名
で
鹿
児
島
三
、
長
崎
三
、
佐
賀
二
（
五
等
出
仕
中
島
永
元
、
六
等
出
仕
永
松
東
海
）
、
静
岡
1

1

、
筑
摩
1

1

、
東
京
1

-

、
新
潟

二
、
足
柄
•
石
川
・
愛
媛
・
置
賜
・
京
都
•
島
根
・
千
葉
•
浜
松
・
山
ロ
・
不
明
各
一
。
佐
賀
は
三
位
、
七
・
七
％
。

教
部
省

勅
任
は
二
名
で
鹿
児
島
一
、
山
ロ
一
。

勅
任
は
五
名
で
山
ロ
一
1

一
、
佐
賀
一
（
御
用
掛
佐
野
常
民
）
、
長
崎
一
。
佐
賀
は
二
位
、
二

0
%。

奏
任
は
五
一
名
で
山
ロ
一
三
、
佐
賀
五
（
七
等
出
仕
田
代
苗
臣
、
同
赤
司
欽
一
、
灯
台
権
助
西
牟
田
豊
緩
、
電
信
権
頭
石
井
忠
亮
、
七
等
出
仕
石

丸
源
作
）
、
静
岡
四
、
東
京
四
、
岡
山
三
、
岩
手
・
京
都
・
白
川
・
敦
賀
•
新
潟
•
浜
松
各1
1、
鹿
児
島
・
神
奈
川
・
高
知
・
酒
田
・
滋

賀
・
長
崎
・
広
島
・
三
瀦
・
名
東
・
和
歌
山
各
一
。
佐
賀
は
1

一
位
、
九
・
八
％
。

1
0
司
法
省

は
一
定
の
勢
力
を
有
し
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。

七

文

部

省

六

―
-
．
六
％
。

佐
賀
閥
は
、
陸
軍
の
場
合
と
違
っ
て
海
軍
に
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勅
任
は
五
名
で
佐
賀
二
（
卿
大
木
喬
任
、
明
法
頭
楠
田
英
恨
）
、
山
口
二
、
高
知
一
。
佐
賀
は
一
位
、
四

0
%。

奏
任
は
七
四
名
で
高
知
一

0
、
東
京
九
、
佐
賀
八
（
七
等
出
仕
原
田
種
成
、
同
高
木
秀
臣
、
少
判
事
池
田
弥
一
、
同
石
井
忠
恭
、
権
少
判
事
園

田
弘
、
権
大
検
事
杉
本
芳
熙
、
明
法
権
頭
鶴
田
皓
、
中
法
官
荒
木
博
臣
）
、
鹿
児
~
六
、
白
川
五
、
愛
知
・
長
崎
•
福
岡
各
三
、
愛
媛
・
大
阪
・

岡
山
・
静
岡
・
敦
賀
•
長
野
・
名
東
・
山
口
各
二
、
小
田
・
酒
田
・
滋
賀
・
筑
摩
・
栃
木
・
奈
良
•
新
治
•
浜
松
・
広
島
・
宮
崎
・
和

歌
山
各
一
。
佐
賀
は
三
位
、
一
0
•

八
％
。

ー
一
宮
内
省

勅
任
は
七
名
で
東
京
一
1

一
、
山
口
二
、
高
知
一
、
浜
田
一
。

奏
任
は
二
九
名
で
東
京
―
―
-
、
京
都
四
、
静
岡
三
、
白
川
三
、
敦
賀
二
、
山
口
二
、
神
奈
川
・
長
野
・
福
岡
各
一
。

―
二
開
拓
使

勅
任
は
二
名
で
開
拓
（
鹿
児
島
）
一
、
酒
田
一
。

奏
任
は
一
1
0名
で
鹿
児
島
八
、
東
京
三
、
敦
賀
1
1、
開
拓
・
京
都
・
静
岡
・
烏
取
・
豊
岡
・
新
治
•
浜
松
各
一
。

一
三
警
視
庁

勅
任
は
一
名
（
鹿
児
島
）
。

奏
任
は
一
0
名
で
鹿
児
島
・
高
知
・
敦
賀
各
二
、
白
川
・
広
島
・
三
猜
•
山
口
各
一
。

＿
四
地
方
官

勅
任
は
七
名
で
静
岡
一
一
、
京
都
・
高
知
・
白
川
・
長
崎
・
琉
球
各
一
。

奏
任
は
一
五
六
名
（
多
数
な
の
で
県
別
内
訳
は
省
略
）
で
佐
賀
は
八
名
（
東
京
府
六
等
出
仕
福
岡
義
辮
、
茨
城
県
参
事
関
新
平
、
栃
木
県
令
鍋
島

幹
、
同
県
参
事
藤
川
為
親
、
同
県
七
等
出
仕
柳
川
安
尚
、
三
重
県
権
令
岩
村
定
高
、
山
梨
県
参
事
富
岡
敬
明
、
豊
岡
県
権
参
事
大
野
右
仲
）
、
五
％
。

旧
佐
賀
藩
出
身
者
の
勢
力
は
微
々
た
ろ
も
の
で
あ
り
、

お
よ
そ
藩
閥
ら
し
く
な
い
。
そ
の
中
で
目
立
つ
の
は
、
栃
木
県
の
首
脳
を
独
占

明
治
初
期
旧
佐
賀
藩
出
身
政
府
官
僚
の
統
計
的
分
析
試
論

H

-248 -

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked



表4 佐賀閥の占有率

明治初期旧佐賀藩出身政府官僚の統計的分析試論曰

勅奏任 勅任のみ 奏任のみ

太政官 9.2% 11.8% 8.6% 

正院 10. 2 15. 3 8.3 

左院 6.1 0 % 10.8% 

式部寮

゜ ゜ ゜外務省 12 20 10 

内務省 2.1 

゜
2.1 

大蔵省 11. 7 50 10. 7 

陸軍省 1. 9 

゜
2.0 

海軍省 12.3 28. 6 11.6 

文部省 7.4 

゜
7.7 

教部省

゜ ゜ ゜工部省 10. 7 20 9.8 

司法省 12. 7 40 10. 8 

宮内省

゜ ゜ ゜開拓使

゜ ゜ ゜警視庁

゜ ゜ ゜地方官 4.9 

゜
5.0 

全体 5.9% 11.6% 5.5% 

以
上
の
調
査
か
ら
、

性
格
を
よ
く
反
映
し
た
数
字
と
い
え
よ
う
。

王
運
動
へ
の
参
加
に
よ
っ
て
政
局
に
進
出
し
た
と
い
う
よ
り
、
長
崎

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
閥
つ
く
り
の
典
型
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
だ
け
に
、
他
府
県
で
の
不
振
が
い
っ
そ
う
目
に
着
く
。

い
わ
ゆ
る
佐
賀
閥
の
占
有
率
を
ま
と
め
る
と
表
4
の
よ
う
に
な
る
。
表
4
を
み
る
と
、
勅
奏
任
合
計
で
佐
賀
閥
が

1
0
％
以
上
を
占
有
し
て
い
る
の
は
、
正
院
、
外
務
省
、
大
蔵
省
、
海

軍
省
、
エ
部
省
、
司
法
省
で
あ
り
、
逆
に
全
く
空
白
な
の
は
、
式
部

寮
、
教
部
省
、
宮
内
省
、
開
拓
使
、
警
視
庁
で
あ
り
、
陸
軍
省
、
内

務
省
で
の
占
有
率
も
低
い
。
こ
う
し
て
、
佐
賀
閥
が
法
学
・
工
学
や

外
国
語
な
ど
洋
学
系
統
の
新
知
識
を
必
要
と
す
る
度
合
い
の
多
い
セ

極
端
に
弱
い
傾
向
が
明
瞭
に
現
わ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
、
幕
末
勤

仕
込
み
の
新
知
識
を
武
器
に
政
権
に
食
い
込
ん
で
い
っ
た
旧
佐
賀
藩

出
身
宮
僚
（
典
型
は
大
隈
重
信
や
江
藤
新
平
）
の
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
的
な

さ
ら
に
、
勅
任
の
み
の
占
有
率
が
奏
任
の
み
の
占
有
率
の
二
倍
の
高
さ
を
示
し
て
い
る
の
は
、
や
は
り
官
僚
制
の
上
層
部
分
を
占
拠
し

て
い
る
藩
閥
の
特
徴
を
よ
く
表
わ
し
て
い
ろ
と
同
時
に
、
中
堅
ど
こ
ろ
で
は
非
藩
閥
系
官
僚
の
進
出
に
お
び
や
か
さ
れ
て
い
る
既
成
勢
力

の
弱
み
を
も
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
勅
奏
任
全
体
で
の
占
有
率
互
・
九
％
が
前
記
「
百
官
履
歴
』
掲
載
者
に
占
め
る
旧

佐
賀
落
出
身
者
の
割
り
合
い
五
・
七
％
と
近
似
し
て
い
る
の
も
面
白
い
。
こ
の
辺
り
が
明
治
初
期
に
お
け
る
佐
賀
閥
の
平
均
的
官
職
占
有

率
と
み
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

ク
シ
ョ
ン
で
強
く
、
反
面
で
は
宮
廷
と
関
係
が
深
い
セ
ク
シ
ョ
ン
で
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U

註】

と
し
た
い
。

（
小
学
館
、

一
九
七
六
年
）
二
四
七
頁
。

一
九
六
六
年
）
―
―
―
-
|
1
一
三
頁
。

（未完）

明
治
初
期
旧
佐
賀
藩
出
身
政
府
官
僚
の
統
計
的
分
析
試
論

さ
て
、

こ
の

『
明
治
七
年
官
員
録
」

で
調
べ
た
数
字
は
、
前
掲
の
一
八
七
七
年
（
明
治
一

0
)

の
『
官
員
名
鑑
』
か
ら
得
ら
れ
た
数
字

と
若
千
の
出
入
り
が
あ
る
。
と
く
に
、
府
県
統
廃
合
に
と
も
な
う
地
方
官
の
移
動
、
転
出
の
関
連
人
事
に
お
い
て
著
る
し
い
。
両
者
を
精

密
に
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
間
の
政
情
の
変
化
や
藩
閥
間
の
力
関
係
の
移
動
な
ど
の
様
相
が
浮
か
び
上
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
両
者
に
限
ら
ず
、
毎
年
の
『
官
員
録
』
に
含
ま
れ
て
い
る
情
報
の
動
き
を
系
統
的
に
調
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ

の
時
期
の
政
権
の
実
相
と
そ
の
社
会
的
背
景
に
つ
い
て
、
い
っ
そ
う
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
は
ず
で
あ
ろ
。
今
後
の
課
題

(
1
)
升
味
準
之
輔
「
日
本
政
党
史
論
』
第
二
巻
（
東
大
出
版
会
、

(
2
)
同
右
、
二
三
ー
ニ
九
頁
。

(
3
)
同
右
、
二
七
頁
。

(
4
)
同
右
、
二
九
頁
。

(
5
)
石
塚
裕
道
『
日
本
資
本
主
義
社
会
成
立
史
』
（
吉
川
弘
文
館
、

(
6
)
同
右
、
六
七
頁
。

(
7
)
同
右
、
六
九
頁
。

(
8
)
同
右
、
七

O
I
七
一
頁
。

(
9
)
同
右
、
七
五
頁
。

(
1
0
)同
右
、
六
0
—
六
一
頁
。

(
1
1
)田
中
彰
『
日
本
の
歴
史
2
4
•明
治
維
新
』

(12)
同
右
、
二
四
八
頁
。

(13)
同
右
、
二
五
0
頁。

(14)
同
右
、
二
五
一
ー
1

一
五
五
頁
。

一
九
七
一
1

一
年
）
八
0
頁。

日
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明治初期旧佐賀藩出身政府官僚の統計的分析試論H

(A) 凰田

凰藩 ． 
の 丸甕山

〗研翌 毛． 
の 旦彦
果成 の四

の氏
ーお
部よ
でび

代表者 藩佐賀 ある゚ 蔑野保の

の 論丘
藤 悶嘉的 ‘ 

じ‘
ず

野 れ

翡贔
． 

保 50

誓文

(15)
同
右
、
二
五
六
頁
。

(16)
遠
山
茂
樹
、
安
達
淑
子
『
近
代
日
本
政
治
史
必
挑
』

(17)

『
官
貝
名
鑑
・
全
』
明
治
十
年
十
一
月
（
寺
岡
寿
一

(18)

『
掌
中
官
員
録
』
明
治
七
年
十
月
（
寺
岡
寿
一
編
『
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年
）
八
六
ー
八
七
頁
よ
り
作
成
。

編
『
明
治
初
期
の
官
員
録
・
職
員
録
』
第
一
1

一
巻
、
寺
岡
害
洞
、
一
九
七
七
年
）
所
収
。

明
治
初
期
の
官
員
録
・
職
員
録
』
第
二
巻
、
寺
岡
書
洞
、
一
九
七
七
年
）
所
収
。
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